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●特殊詐欺にご注意ください　市内で特に還付金詐欺が急増しています。怪しいと思ったら、すぐ110番か調布警察署（☎488－0110）へ通報してください。
　令和３年調布市内の特殊詐欺被害状況（５月末時点、暫定値）　被害件数／21件（前年同時期比８件増）　被害金額／約3577万円（前年同時期比約2035万円増）
 （総合防災安全課）

「暮らしの情報」は10面に続きます

■ 国民年金保険料の産前産後期間免除制度
　届け出をすることで、出産（予定）日が属する月の
前月（多胎の場合は３カ月前）から翌々月までの期間
の国民年金保険料（平成31年４月分以降に限る）が免
除される制度です。郵送での手続きを希望する場合は
事前にご連絡ください。産前産後の免除期間は、保険
料を納付したものとみなされ老齢基礎年金額に反映さ
れます。
■対出産日が平成31年２月１日以降で、免除される期間
内に国民年金第１号被保険者に該当する期間が１カ月
以上ある方
■持年金手帳（マイナンバーが分かる書類でも手続き可）、
来庁者の本人確認書類（運転免許証など）、母子健康
手帳などの出産（予定）日が記載された書類
■他出産予定日の６カ月前から届け出可（出産後も可）
■申■問保険年金課☎481－7062、日本年金機構府中年金
事務所国民年金課☎042－361－1011

　　健　　康

■ 乳がん検診・子宮頸がん検診無料クーポン券を６月30日㈬に送付
クーポン券の検診受診期間／７月１日㈭～令和４年２
月28日㈪　
■対令和３年４月２日～令和４年４月１日に次の年齢に
なる方
乳がん検診／41歳
子宮頸がん検診／21歳　

■内乳がん検診／問診・視触診・マンモグラフィー
子宮頸がん検診／子宮頸部検査（細胞診）

■申指定医療機関に予約し、クーポン券を持参して受診　
■他対象年齢の方で、令和３年４月１日以降に市の乳が

ん検診を受診した方は、自己負担金1500円を還付。対
象者には後日案内と申請書を郵送　
■問健康推進課☎441－6100

■ ７～９月生まれの方への健（検）診の個別通知を発送
　令和３年度から後期高齢者健診、各種がん検診、調
布市国民健康保険特定健診などの受診期間と受診月が
変わりました。７～９月生まれの方には個別通知を６
月末に発送します。
　４～６月生まれの方で、転入などにより受診券が届
いていない場合はお問い合わせください。
※75歳以上の方は通知発送時期がこれまでと異なる場
合あり

※①の通知は③の個別通知と同封

※②と③の両方に該当する方は個別通知を別々に発送
※②特定健診・特定保健指導
　令和３年４月２日以降に国民健康保険に加入した方
は、受診期限までに申し込みが必要。特定健診の結果
で生活習慣病のリスクがある方には、生活習慣改善を
サポートする健康チャレンジ（特定保健指導）の案内
を送付。対象者に電話で案内する場合あり。
【着信番号】
特定健診 0120－091－827
特定保健指導 0120－095－402
【架電時間帯】
■時午前９時～午後８時　
■他コールセンター業務は㈱KDDIエボルバに委託※電話
の際、銀行の口座情報を聞いたり、金銭の振り込みを
依頼したりすることはありません

■ 食事なんでも相談室（栄養相談）
■日７月７日㈬午後　
■所文化会館たづくり西館保健センター１階　
■定申し込み順６人　
■他医療機関で治療中の方は要問い合わせ　
■申■問電話で健康推進課☎441－6082へ

■ 今から始める健康づくりシリーズ「ここが大切　糖尿病予防」
■日７月15日㈭午前９時20分～正午　
■所文化会館たづくり西館保健センター２階　
■対35～65歳で糖尿病のために医療機関を受診中でない
市民　
■定申し込み順15人
■持健康手帳（お持ちの方）、飲み物
■申■問電話で健康推進課☎441－6100へ

　介護保険料は令和２年の所得などに応じて決まります。納付方法は特別徴収（年
金差引き）と普通徴収（納付書・口座振替）の２通りです。介護保険料を滞納す
ると、サービスを利用する際に利用者負担の割合が引き上げられるなどの措置を
取る場合があります。納期限内に納付が困難な場合は、早めにご相談ください。
独自減額制度
　65歳以上の方で、令和３年度の介護保険料の所得段階が第２段階または第３段
階に該当し、一定の要件を満たす方は、８月２日㈪までに申請すると、介護保険
料全額を第１段階に減額します。要件などの詳細は、市■HPまたは電話でお問い合
わせください。
シルバーパス申込時の必要書類としても使用可能
　介護保険料決定（納入）通知書は、東京都シルバーパス申し込みの際、所得状
況などの確認書類として使用できます。再発行はできませんので大切に保管して
ください。
介護保険制度の改正による利用者負担軽減の変更
　令和３年度の改正により、８月から介護保険負担限度額認定（食費・居住費の
助成（特定入所者介護サービス費））と高額介護（予防）サービス費の基準などが
変わります。改正の詳細は市報と市■HPに掲載予定ですので、ご確認ください。

■問高齢者支援室
　介護保険料について　／介護保険担当☎481－7504
　シルバーパスについて／高齢福祉担当☎481－7150
　介護保険制度について／介護保険担当☎481－7321

※ 令和３年度は低所得者に対する軽減強化として、第１段階～第３段階の基準額に対する割合
を引き下げます

　負担割合は令和２年中の所得や世帯構成に応じて１割～３割になります。
　負担割合証到着後、負担割合・適用期間をご確認ください。
適用期間／８月１日㈰～令和４年７月31日㈰

要介護・要支援認定を受けている方と総合事業対象者の方へ

介護保険負担割合証を７月15日㈭に発送

介護保険料決定（納入）通知書を７月８日㈭に発送
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生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者
老齢福祉年金受給者

80万円以下
80万円超～120万円以下
120万円超
80万円以下
80万円超
120万円未満
120万円以上～210万円未満
210万円以上～320万円未満
320万円以上～400万円未満
400万円以上～600万円未満
600万円以上～1000万円未満
1000万円以上～1500万円未満
1500万円以上～3000万円未満
3000万円以上

0.3 2万1240円

0.5 3万5400円
0.7 4万9560円
0.8 5万6640円
1 ★ 7万 800円
1.1 7万7880円
1.25 8万8500円
1.5 10万6200円
1.7 12万 360円
1.9 13万4520円
2.2 15万5760円
2.4 16万9920円
2.65 18万7620円
2.9 20万5320円
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第１号被保険者（65歳以上）で
市町村民税が課税の方

本人の合計所得金額が220万円以上
３割負担

２割負担

１割負担

同一世帯の第１号被保険者の年金収入＋その他の合計所得金額が
単身340万円以上、２人以上463万円以上

本人の合計所得金額が
160万円以上220万円未満

同一世帯の第１号被保険者の年金収入＋その他の合計所得金額が
単身280万円以上、２人以上346万円以上

本人の合計所得金額が160万円未満第２号被保険者（40～64歳）
生活保護受給者
市町村民税非課税者　　など

いいえ

はい

はい

いいえ

【受診期間（共通）】　※延長不可
生まれ月 受診期間 個別通知発送時期
４・５・６月 ５～８月 発送済
７・８・９月 ７～10月 ６月末
10・11・12月 ９～12月 ８月末
１・２・３月 11月～翌年２月 10月末

【通知する健（検）診】
対象者（令和４
年３月末時点年齢）

個別通知を発送す
る健（検）診

問い合わせ

①

後期高齢者医
療制度に加入
している方・
75歳の方

後期高齢者健診

保険年金課
後期高齢者
医療係
☎481－7148

②

調布市国民健
康保険に加入
している40～
74歳の方

調布市国民健康保
険特定健診

保険年金課
給付係
☎481－7566

③
35・40・45・
50・55・60歳
以上の方

対象の方に合わせ
た健（検）診（各
種がん検診・健康
増進健診など）

健康推進課
☎441－6100


